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成
果

改正改善基準告⽰と働き⽅改⾰関連法への対応
それらのToDoを理解できる

基調講演７０分

荷主との取引条件改善を実現する
３つのポイントを理解する

荷主との取引条件改善を実現する３つのポイント
そのToDoを理解、実⾏に移せる

１

２

３

改善基準告⽰改正まで残り１２か⽉！

取引条件改善のための３つの取り組みとは？

２０２４年問題への対応が進まない理由

時間外労働時間の上限規制及び年次有給休暇の付与義務を…

拘束時間／休息時間／休⽇労働／時間外労働時間／年次有給休暇

【賃⾦制度の問題】＝労働者の反発
時間外労働が減ると総収⼊も⼤きく減るしくみ

【マネジメントの問題】
コンプラを前提とした業務管理が出来ていない
コンプラを前提とした労務管理が出来ていない
コンプラを前提とした営業管理が出来ていない

対応を進めるには
荷主等が
取引条件の改善に
応じてくれないと…

【しくみの問題】
適正な勤怠管理が出来ていない＝システム化

荷主等が交渉機会を設けて
取引条件の改善に応じる為に
物流事業者が講じるべき
３つの施策があります。
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働き⽅改⾰関連法への対応

改正改善基準告⽰への対応
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荷主等との取引条件を改善するための３つのポイント

１．適正な届出運賃の策定と共有

２．適正な労働時間管理

３．労働時間等設定改善法の遵守

０．適正な規則等の策定と運⽤
★⾏政：労働局、労基署、公取、公安
★規則等：就業規則、３６協定、賃⾦規程、労働条件通知書、雇⽤契約書

⾏政機関が取引条件改善を⽀援する条件

届出運賃の届出はしましたか？

届出運賃＋運賃料⾦適⽤⽅：運送会社独⾃の料⾦表
標準的運賃をベースに設計

⾃社運賃＝⾒積の根拠 ：荷主や案件別の料⾦表
届出運賃をベースに設計

標準的運賃は「運び賃」＝ほぼ経費です。
届出運賃＝標準的運賃の場合には、利益が出ません！
働き⽅改⾰関連法や改正改善基準告⽰に対応するためには
増員及び時間外⼿当の減少を補填することに伴う固定的な
⼈件費上昇は避けることが出来ない課題です。
他、DXの導⼊等、設備投資による業務効率化も必須です。
⼈件費上昇分や設備投資分は⾃社運賃において「付加価値
の提供」として獲得できるようにすることをお勧めします。

荷主等との取引条件を改善するための３つのポイント １．適正な届出運賃の策定と共有

標準的運賃は
２０２４年３⽉迄の
時限⽴法です！！
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荷主等との取引条件を改善するための３つのポイント １．適正な⾃社運賃の策定と共有

荷主等との取引条件を改善するための３つのポイント ２．適正な労働時間管理
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荷主等との取引条件を改善するための３つのポイント ２．適正な労働時間管理

☑原則、デジタル管理（⾃⼰申告制管理の適正運⽤はハードルが⾼い）

☑集計すべき項⽬は
出勤／始業／作業／休憩／待機／終業／退勤
拘束時間（⽇、⽉、年）
運転時間／連続運転時間
時間外労働時間（所定労働⽇／休⽇／深夜早朝）
⽋勤／遅刻／早退
年次有給休暇（管理簿が必要）
休職／休業
育児介護休業法が定める休業、休暇、時短、等

⾃動⾞運転従事者は
みなし労働時間制
適⽤されない！！

☑集計したデータを⽤いて労務や業務の分析を⾏い
労務や業務の改善を計画・実⾏！（健診、違反、事故、ともクロス）

☑集計したデータを⽤いて、労務や業務の分析を⾏い
業務効率化や⽣産性向上を注意、指導！！

荷主等との取引条件を改善するための３つのポイント ３．労働時間等設定改善法の遵守

「労働安全衛⽣法等の⼀部を改正する法律」が第１６３回国会で成⽴し、平成１７年
１１⽉２⽇に公布（平成１７年法律第１０８号）。
この法律において、「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」が「労働時間等の
設定の改善に関する特別措置法」に改正、平成１８年４⽉１⽇から施⾏。

また、同法第４条第１項の規定に基づき、事業主及びその団体が、労働時間等の設定
の改善について適切に対処するために必要な事項について定める「労働時間等⾒直し
ガイドライン（労働時間等設定改善指針）」を策定し、同⽇より適⽤。

平成１９年１２⽉に「仕事と⽣活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び
「仕事と⽣活の調和推進のための⾏動指針」が策定されたことを踏まえ、その趣旨を
盛り込むべく、同ガイドラインを改正し、平成２０年４⽉１⽇から適⽤。

平成31年（2019年）4⽉に「勤務間インターバル制度導⼊」や
「他の企業との取引に当たって、短納期発注や発注内容の頻繁
な変更を⾏わない」こと等が事業主の努⼒義務となり、ガイド
ラインが⾒直されて、現在に⾄る。

労働時間等設定改善委員会の設置、運営が必要です！
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労働時間等設定改善委員会とは、
労働時間等に関する問題課題及びその原因を明らかにし、
その原因の改善策を会議の審議により整え、
その改善策実⾏を管理し、
必要に応じて荷主等へ取引条件改善を依頼し、
また、⾏政機関へ改善に向けた協⼒を要請する組織
■審議等の内容 ※PDCAサイクルが必須
・過重労働対策に関する全般について
・⼼⾝の健康への配慮を必要とする者への対応について
・育児介護への配慮を必要とする者への対応について

はじめに（労組なし）

労働時間等設定改善委員会の設置、運営

労働時間等設定改善委員会規程と労働時間等設定改善計画書
の策定（労基署と荷主等の両⽅へ共有し定期的に相談・指導、会議を⾏う）

©⼀般社団法⼈クオリティ・オブ・ライフ創造⽀援研究所

●就業規則へ労働時間等設定改善委員会について規定する
➡労働基準法の特例を受けることができる

●事業場ごとの労使協定において
・年次有給休暇の計画的付与
・代替休暇
については、労働時間等設定改善委員会の決議に委ねる
ということを定める
➡労働基準法の特例を受けることができる

はじめに（労組なし）

労働時間等設定改善委員会の設置、運営

就業規則と労使協定の⾒直し
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●委員
・労働者代表の推薦で指名された者を委員とする
・⼈数に定めはない
・国家資格者等を選任する必要はない
・構成に労使の割合に関する定めはない

設置（労組なしの場合）

労働時間等設定改善委員会の設置、運営

●労働者代表
＋労働者代表が推薦／指名した者
・運⾏管理者（事業場が複数ある場合には、各事業場から）
・⼈事総務責任者（労働時間等データを管理している者）
・営業責任者
といった構成、数名で設置することが現実的

©⼀般社団法⼈クオリティ・オブ・ライフ創造⽀援研究所

■会議（2022年4⽉1⽇以降、安全衛⽣委員会等による兼務は認めない）
・開催頻度、開催の時間帯、所要時間に定めはない
・議事録は開催の都度、必ず作成し、３年間保管
・会議を反映した協定書は所定書式で労基署へ提出
※議事録や協定書を根拠に荷主等との交渉を⾏う！

運営（労組なし）

労働時間等設定改善委員会の設置、運営

開催頻度 ：定期としては４半期に１回＋臨時的
開催時間帯：所定労働時間外でも可（但し、時間外⼿当⽀給）
会議時間 ：３０分程度
といった仕様で運営することが現実的
但し、労務管理データを会議事前に委員へ共有し、
委員が問題課題の改善案を携えて会議に臨むことが最重要！！
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働き⽅改⾰関連法対応を進めるための有効な厚労省の助成⾦

本セミナー聴講者限定プレゼント

４．働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦
使えるかな診断（厚労省所管の助成⾦共通）

３．労働時間等設定改善委員会
設置サポート（規程、就業規則、計画、含む）

２．適正な労働時間管理
実態調査とアドバイス

１．適正な⾃社運賃の運⽤
実態調査とアドバイス

SCT1％CLUB公式HP お問い合せ | SCT1%CLUB (shoun‐support.com)

電話：03‐3996‐1502（事務局 太⽥）


